
資  産  税  課  

１ 固定資産税賦課徴収事務            予算科目（款・項・目）１０・１０・１０  

〔決算書１０３～１０７ページ〕  

  土地，家屋及び償却資産を対象に，地方税法第３４３条の規定により，原則としてその所有者

を納税義務者として，当該固定資産の所在する市町村が課税するもの  

  固定資産の評価は，市町村長が，総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行った後，そ

の価格を決定し，この価格を基に課税する。  

  土地と家屋については，３年に一度の基準年度に評価替えを行うが，平成３０年度は評価替え

の基準年度に当たる。  

 (1) 土地評価事務  

   土地は，地目別に定められた評価方法により評価するが，登記簿上の地目ではなく，賦課期

日であるその年の１月１日現在の現況の地目により評価する。  

   平成３０年度は，下表のとおり評価を行った。評価額全体は，路線価格の見直しや農地から

宅地への地目変更等により前年度に比べ増加となった。  

地  目  評価面積（㎡） 評  価  額（千円）  
評価筆数

（筆）  

1 ㎡当たりの評価額  

平均（円）  最高（円）  

生産緑地田       83,656 10,808 195 129  

介在田・市街化区域田      5,321 768,477 28 144,423 237,200 

生 産 緑 地 畑       1,100,034 154,664 2,097 141  

介在畑・市街化区域畑      179,544 29,527,887 662 164,460 284,400 

宅    地 10,221,388 1,980,807,840 65,532 193,790 1,029,000 

介 在 山 林 25,104 1,590,904 84 63,373 127,530 

雑 種 地       391,027 45,357,281 1,252 115,995 395,878 

合    計 12,006,074 2,058,217,861 69,850   

 (2) 家屋評価事務  

   家屋は，賦課期日であるその年の１月１日現在に家屋と認定された建物をいい，種類につい

ては現況により判断する。評価に当たっては，木造と非木造に区分され，それぞれの区分ごと

に，用途や構造別に評価する。  

なお，種別のうち，木造では共同住宅，非木造ではアパートの表記になっているのは，各々

の評価基準に規定する種別名称を使用していることによる。  

   平成３０年度は，下表のとおり評価を行った。評価額全体は，新増築家屋が加わったことに

より，前年度に比べ増加となった。 

ア 木造  

種   別  棟 数（棟） 床  面  積（㎡）  評 価 額（千円） 

専 用 住 宅  29,445 2,927,780 92,178,275 

共 同 住 宅 ・ 寄 宿 舎  3,183 531,294 13,623,880 

併 用 住 宅  1,065 125,047 2,161,618 

旅 館 ・ 料 亭 ・ ホ テ ル  7 1,189 22,879 

事 務 所 ・ 銀 行 ・ 店 舗  349 32,997 763,356 

劇 場 ・ 病 院  9 930 33,267 

工 場 ・ 倉 庫  282 16,955 134,462 



土 蔵  33 951 3,397 

附 属 家  593 12,453 57,337 

合 計 34,966 3,649,596 108,978,471 

イ 非木造  

種    別  棟数（棟）  床  面  積（㎡）  評  価  額（千円）  

事務所・店舗・百貨店・銀行  1,036 1,072,759 83,864,479 

住 宅 ・ ア パ ー ト  7,058 4,082,318 253,311,241 

病 院 ・ ホ テ ル  40 90,005 7,512,886 

工 場 ・ 倉 庫 ・ 市 場  916 382,245 14,512,700 

そ の 他  310 137,198 8,547,757 

合 計 9,360 5,764,525 367,749,063 

 (3) 償却資産評価事務  

   償却資産は，地方税法第３４１条第４号の規定により，原則として土地及び家屋以外の事業

の用に供することができる資産とされており，構築物や機械・装置等に大別される。  

   償却資産の所有者は，地方税法第３８３条の規定により，毎年１月１日現在における償却資

産について，当該償却資産の所在地の市町村長に対して，１月３１日までに申告しなければな

らないとされており，市町村長は申告内容を基に評価を行い，価格を決定する。  

   ただし，地方税法第３８９条第１項に該当する資産で，二つ以上の市町村にわたり所在する

償却資産を所有している場合は，総務大臣又は都道府県知事に対して申告を行い，総務大臣又

は都道府県知事は評価額を決定し，その該当資産の所在地である関係市町村に配分する。  

   なお，償却資産の評価は，取得価額を基準として，耐用年数や経過年数による減価を考慮し

て価格を決定する。  

   平成３０年度は，下表のとおり評価を行った。評価額全体は，工具・器具及び備品等の増額

により，前年度に比べ増加となった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 土地・家屋登記済通知による処理事務 

   登記所は，地方税法第３８２条の規定により，登記された表示・権利の内容について市町村

長に通知することになっている。市町村長はその通知に基づき，土地の分合筆及び新築等家屋

の把握並びに所有者の異動を確認のうえ課税事務を行う。  

   また，市町村長は地方税法第７３条の１８第３項の規定により，不動産の取得の事実を知っ

た場合，その内容を都道府県知事に通知することとされている。  

資 産 の 種 類    評 価 額（千円）  

市

長

が

価

格

を 

決

定

し

た

も

の 
構 築 物  29,750,216 

機 械 ・ 装 置  14,065,071 

船 舶  94 

航 空 機  374,281 

車 両 ・ 運 搬 具  86,330 

工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 22,476,296 

  計  66,752,288 

総務大臣が価格等を決定し配分したもの 40,601,093 

都知事が価格等を決定し配分したもの 548,115 

合        計  107,901,496 



   平成３０年度は，下表のとおり「登記済通知」により課税の処理を行った。  

ア 表示等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 所有権移転  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 諸証明発行等事務  

   市町村長は，地方税法第３８２条の３の規定により，納税義務者等の求めに応じ，固定資産

課税台帳に記載されている事項について，証明書を交付しなければならないとされている。  

   また，市町村長は地方税法第３８２条の２の規定により，納税義務者等の求めに応じ，これ

らの者に係る固定資産の事項が記載されている部分又はその写しを閲覧に供しなければならな

いとされている。  

   事務処理については，調布市固定資産に係る行政証明及び閲覧に関する事務取扱規程等に基

づいて行い，手数料については調布市手数料条例に基づいている。  

 平成３０年度は，下表のとおり諸証明の発行等を行った。  

区 分 

種 別  

証明等件数 手数料  

（件）  （円）  

評 価 証 明 
7,407 1,481,400 

(20) (4,000) 

公 課 証 明 
4,400 880,000 

(1) (200) 

物 件 証 明 
27 5,400 

(2) (400) 

住 宅 用 家 屋 証 明 1,574 2,046,200 

そ の 他 証 明 101 20,200 

閲 覧 987 197,400 

価格決定通知書等  
6,488 

 (15) 

区   分  筆(件)数    申請者数  

表

示

等

登

記

済

通

知

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土 
 

地 

分 ・ 合 筆  1,590 筆 640 人 

地 目 変 更 363 筆 225 人 

そ の 他  235 筆 173 人 

合  計  2,188 筆 1,038 人 

家 

屋 

新  築  1,368 件 1,361 人 

増 改 築  33 件 31 人 

合 計  1,401 件 1,392 人 

区   分  筆(件)数 申請者数  

所
有
権
移
転
登
記
済
通
知 

土 

地 

売 買 ・ 贈 与 等  6,705 筆 5,915 人 

相続・買収・合併  2,450 筆 2,139 人 

合 計  9,155 筆 8,054 人 

家 

屋 

売 買 ・ 贈 与 等  1,627 件 1,627 人 

相続・買収・合併  1,055 件 1,055 人 

合 計  2,682 件 2,682 人 



閲 覧 ( 公 用 ) 104 
 

合 計 
21,088 4,630,600 

(38) (4,600) 

※ 括弧内の数字は，自動交付機による発行分 

 (6) 固定資産税及び都市計画税減免事務  

   固定資産税及び都市計画税の減免制度は，地方税法第３６７条並びに調布市税賦課徴収条例

第６５条，調布市都市計画税賦課徴収条例第６条及び調布市市税減免基準に基づいている。  

   平成３０年度は，下表のとおり減免を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※括弧内の数字は，償却資産 

(7) 納税通知書発送事務  

   地方税法第３６４条第９項の規定により，平成３０年度の納税通知書を下表のとおり発送し

た。  

   発送件数は，新築家屋の増加等により，前年度に比べ３２８件増加した。  

 

 

 

 

区分  

税目  
減 免 理 由    減免件数（件）  

 

 
医 療 施 設  88 

固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税 

 
 

幼稚園各種学校等  4 

公 益 施 設  13 

公 共 用 地  10 

生 活 保 護  28 

そ の 他  
32 

(15) 

 合    計 
175 

(15) 

 

 

納税通知書種別 発送件数（件） 発 送 日 

土 地 ・ 家 屋 66,481 平成 30 年 5 月 1 日 

償 却 資 産 2,035 平成 30 年 5 月 1 日 

合 計 68,516  


